
「ＪＫビジネス」
被害者が抱える
困難な状況
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弱
者
へ
の
被
害

今
や
世
界
中
に
広
が
り
、
猛
威
を
振
る

い
続
け
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
。

そ
の
脅
威
は
人
類
全
体
に
及
ん
で
い
ま
す

が
、
実
は
被
害
は
世
界
中
の
ど
こ
で
も
同

じ
よ
う
に
、
弱
者
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

国
連
の
グ
テ
ー
レ
ス
事
務
総
長
は
昨
年

４
月
５
日
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
世
界
的
大
流
行
へ
の
対
策
に
、「
女

性
の
保
護
」
を
盛
り
込
む
よ
う
世
界
各

国
政
府
に
強
く
要
請
し
、「
暴
力
は
戦
場

に
限
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
多
く
の
女
性

や
少
女
に
と
っ
て
、
最
も
安
全
で
あ
る
べ

き
場
所
に
最
大
の
脅
威
が
迫
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
自
宅
の
中
で
だ
」
と
明
確
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
発
し
ま
し
た
。

若年層の女性を狙った性的な暴力に対しては、児童買春や児童ポルノを始め、これまで様々
な対策が講じられてきました。しかし、近年、アダルトビデオへの出演強要や「JKビジネス」
における性暴力被害の発生、また、SNS 等を利用した暴力の多様化など、問題は依然とし
て深刻な状況にあります。
そして今、新型コロナウイルスの影響が、問題をより深刻化させているといわれています。
今回の特集では、若年女性たちの性被害・性的搾取の現状や課題、さらにコロナ禍で困難
さを増す若年女性たちへの支援について、弁護士で若草プロジェクト代表理事でもある大谷
恭子さんに寄稿していただきました。

困
難
さ
を
抱
え
る
少
女
や
若
年
女
性

を
支
援
す
る
私
た
ち
若
草
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
、
緊
急
事
態
宣
言
が
発
令
さ
れ
た
昨

年
の
４
月
７
日
か
ら
、
そ
れ
ま
で
週
２
回

だ
っ
た
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
相
談
を
連
日
に
切
り
替

え
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
も
と
も

と
家
庭
や
地
域
に
居
場
所
が
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
が
困
難
な
課
題
を
抱
え
て
い
る
少
女

た
ち
が
家
庭
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
ら
、
ま

す
ま
す
孤
立
し
、
被
害
が
倍
加
す
る
こ
と

が
想
定
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
案
の
定
、
日

本
で
も
既
に
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ

レ
ン
ス
（
Ｄ
Ｖ
）
が
増
加
し
て
い
た
欧
州

各
国
と
同
じ
よ
う
に
、
家
庭
の
中
に
い
る

弱
者
に
被
害
は
集
中
し
ま
し
た
。

５
月
の
連
休
の
頃
か
ら
は
全
国
か
ら
、

外
出
制
限
、
休
校
、
父
親
の
在
宅
勤
務
、

失
職
、
家
族
が
苛
立
ち
暴
言
暴
力
に
耐
え

ら
れ
な
い
な
ど
の
相
談
が
頻
発
し
、
相
談

を
受
け
て
も
そ
の
後
に
繫
げ
る
機
関
が

閉
じ
ら
れ
、
各
地
域
の
支
援
団
体
も
手
一

杯
。
シ
ェ
ル
タ
ー
と
し
て
設
け
た
若
草
ハ

ウ
ス
も
満
杯
で
、「
家
を
出
た
い
、
逃
げ

た
い
」
と
い
う
彼
女
た
ち
の
悲
鳴
に
近
い

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
相
談
に
ど
う
対
処
す
れ
ば
い
い

の
か
、
相
談
に
の
る
私
た
ち
も
手
探
り
状

態
が
続
き
ま
し
た
。

よ
り
深
刻
化
し
た

若
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こ
う
し
た
少
女
や
若
年
女
性
の
困
難
さ

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
急
に

も
た
ら
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

若
草
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
相
談

や
シ
ェ
ル
タ
ー
利
用
者
の
大
多
数
は
18
歳

か
ら
21
、
22
歳
。
彼
女
た
ち
の
抱
え
る
問

題
は
、
虐
待
、
貧
困
、
性
被
害
な
ど
実
に

様
々
で
す
が
、
こ
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て

そ
の
困
難
が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
よ
り
増

幅
し
、
特
に
暴
力
と
困
窮
は
一
刻
の
猶
予

も
な
い
ほ
ど
深
刻
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
う
児
童
で
も
な
く
、
で
も
ま
だ
成
人

女
性
と
し
て
身
を
守
る
に
は
少
し
早
い
こ

の
年
代
。
家
庭
に
も
地
域
に
も
居
場
所
を

失
い
、
日
中
の
居
場
所
で
あ
る
学
校
さ
え

閉
じ
ら
れ
、
ア
ル
バ
イ
ト
で
食
を
つ
な
い

で
き
た
若
年
女
性
は
あ
っ
と
い
う
間
に
窮

乏
化
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
、
女
性
を
雇

用
の
調
節
弁
と
し
て
き
た
雇
用
構
造
の
大

き
な
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
若
年
女
性
の

場
合
、
そ
の
困
難
さ
が
性
被
害
・
性
的
搾

取
と
隣
り
合
わ
せ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に

あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
性
被
害
・

性
的
搾
取
に
構
造
的
な
問
題
が
存
在
し
て

い
ま
す
。

性
被
害
・
性
的
搾
取
に
お
け
る

法
制
度
の
問
題

性
被
害
・
性
的
搾
取
の
構
造
的
困
難
と

し
て
、
そ
も
そ
も
性
を
め
ぐ
る
法
的
規
制

が
18
歳
未
満
と
18
歳
以
上
に
明
確
に
区
分

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

18
歳
未
満
の
児
童
に
対
し
て
は
、
児
童

ポ
ル
ノ
・
買
春
禁
止
選
択
議
定
書
の
国
際

規
範
を
は
じ
め
と
し
、
児
童
福
祉
法
、
児

童
買
春
禁
止
法
、
出
会
い
系
サ
イ
ト
規
制

法
、
風
俗
営
業
法
、
労
働
基
準
法
、
児
童

虐
待
防
止
法
、
さ
ら
に
刑
法
に
新
設
さ
れ

た
監
護
者
強
制
性
交
罪
で
、
そ
れ
ぞ
れ
特

別
に
保
護
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
比
べ
、

18
歳
以
上
の
女
子
に
つ
い
て
は
、
強
制
性

交
、
セ
ク
ハ
ラ
、
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
、
ス
ト
ー

カ
ー
、
ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
（
Ａ
Ｖ
）
出
演

強
要
等
に
お
け
る
被
害
者
と
し
て
の
保
護

が
不
十
分
な
の
で
す
。

風
俗
営
業
法
は
、
18
歳
以
上
の
雇
用
を

認
め
て
い
ま
す
。
日
本
に
は
、
巨
大
な
風

俗
産
業
が
存
在
し
、
今
や
18
歳
以
上
の
少

女
や
若
年
女
性
を
含
む
多
数
の
女
性
た

ち
を
取
り
込
む
た
め
の
様
々
な
手
段
が
講

じ
ら
れ
、
貧
困
に
あ
え
ぐ
彼
女
た
ち
を
吸

収
し
続
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
密
室
と

な
っ
た
空
間
で
の
売
春
の
強
要
な
ど
か
ら

殺
人
事
件
に
至
る
等
の
悲
惨
な
事
件
も
発

生
し
て
お
り
、
女
性
の
尊
厳
ど
こ
ろ
か
生

命
さ
え
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

加
え
て
、
近
年
で
は
少
女
の
接
客
サ
ー

ビ
ス
を
売
り
物
に
し
た
、
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス

や
援
助
交
際
、
パ
パ
活
等
若
年
女
性
狙

い
の
商
法
が
公
然
と
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
女
子
高
校
生
が
簡
易

マ
ッ
サ
ー
ジ
を
し
て
く
れ
る
リ
フ
レ
、
添

い
寝
、
撮
影
会
、
お
散
歩
な
ど
の
こ
と
。
援

助
交
際
は
、
主
に
中
高
校
生
が
金
銭
を
得

る
目
的
で
交
際
相
手
を
出
会
い
系
サ
イ
ト

や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
で
募
集
し
、
性
交
や
性
的

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
実
質
売

春
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
パ
パ
活
は
、
食
事

や
デ
ー
ト
に
付
き
合
い
お
小
遣
い
を
も
ら

え
る
も
の
で
、
こ
ち
ら
も
実
質
売
春
が
常

態
化
し
て
い
る
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
、
女
子
高
校
生

（
本
物
の
女
子
高
校
生
か
ど
う
か
は
問
わ

ず
）
と
い
う
若
年
の
女
性
性
を
商
品
化

し
、
男
性
に
少
女
を
引
き
合
わ
せ
る
デ
ー

ト
業
で
あ
り
、
少
女
を
取
引
の
対
象
と

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
国
際
社
会
は
人
身

取
引
の
一
つ
と
し
て
取
締
り
を
求
め
て
お

り
、
18
歳
未
満
の
場
合
に
は
、
労
働
基
準

法
や
東
京
都
Ｊ
Ｋ
ビ
ジ
ネ
ス
規
制
条
例

な
ど
が
適
用
さ
れ
ま
す
が
、
18
歳
以
上
と

な
る
と
、
そ
れ
ら
の
保
護
や
規
制
は
及
ば

ず
、
実
質
人
身
取
引
で
は
な
い
か
と
の
実

態
を
規
制
し
え
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
Ａ
Ｖ
に
対
す
る
規
制
は
非
常
に

コ
ロ
ナ
禍
で
困
難
さ
を
増
す
若
年
女
性
た
ち

性
被
害
・
性
的
搾
取
の
問
題
と

「
ま
ち
な
か
保
健
室
」か
ら
み
え
て
き
た
も
の

大谷恭子さんプロフィール
弁護士としての活動のほか、生きづらさを抱える少女や
若年女性たちを支援する「若草プロジェクト」の代表理
事を務めるなど、社会的に弱い立場におかれた人々に寄
り添う活動に取り組んでいる。主な著書『共生社会への
リーガルベース』(現代書館)など

─
弁
護
士
・
若
草
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
代
表
理
事
─

大
谷
恭
子
さ
ん

本人が自ら望んでやっているととらえら
れがちなＪＫビジネス問題。しかし、国の
調査では、様々な困難を抱えた被害者の姿
が浮かび上がりました。

【被害者が抱える困難】
◆家庭に居場所がない
両親の不和や離婚、虐待、貧困の影響に
よる親子・家族関係の崩壊、家庭に信頼
できる人がいない。

◆学校に居場所がない
いじめ、不登校等の影響により周囲とう
まく関係が築けず孤立する。

◆経済的困難を抱えている
両親の離婚、親が働いていないなどの
原因により、生活費や学費を稼ぐために
ＪＫビジネスに足を踏み入れる。

◆発達障害や心身の障害などの障害が
ある人が少なくない
障害が家や学校に居場所がない原因と
なることも。障害があることを狙われて
性的に搾取される事例もみられる。

【被害者の傾向】
◆危険性についての認識が低い
◆自分の大切さを認識していない
◆公的支援等に結び付きにくい
◆居場所等を提供されて、依存していく

※『「若年層を対象とした性的な暴力の現状と課題」
～いわゆる「ＪＫビジネス」及びアダルトビデオ出演
強要の問題について～』

平成29年3月　男女共同参画会議
女性に対する暴力に関する専門調査会
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特集　なくそう！  若年女性への性暴力


